
警報および緊急地震速報発表時の措置について（お知らせ）

気象庁より各種警報が発表されたときには，次のような措置をとりますので，
よろしくお願いします。

〔発表地域：徳島県北部または徳島・鳴門地域または松茂町〕

１．午前７時の時点で，次のいずれかの警報が発表されている場合は，
『臨時休校』とします。（学校からの連絡がなくても臨時休校です。）

特別警報 暴風 ・ 暴風雪 ・ 大雪 ・ 大雨

警 報 暴風 ・ 暴風雪 ・ 大雪

２．午前７時の時点で，次のいずれかの警報が発表されている場合は，
原則として『安全を確認し，平常通り登校する』とします。

大雨警報 ・ 洪水警報 ・ 高潮警報 ･ 波浪警報

①ただし，用水・河川・道路・橋等の状況を考え，保護者または本人が
登校に危険があると判断した場合は「自宅待機」とし，その旨を学校

へ連絡してください。（欠席，遅刻扱いにはなりません。）
②状況によっては臨時休校になる場合があります。（メール配信・ホー

ムページにてお知らせします。）
③何よりも「命を守ること」を最優先した判断・行動をとってください。

３．午前７時以降（登校後）に上記の警報が発表された場合
①状況に応じて学校長の判断により，下校・待機等の措置をとります。

②下校の場合は，安全第一の措置をとり，状況により保護者のお迎えを
依頼をすることがあります。（メール配信・ホームページにてお知ら

せします。）

４．「震度５弱以上の地震が発生」または「津波警報・大津波警報が
発表された場合」の対応

発生時間帯 安 全 措 置

登 校 前 臨時休校とします。

登 下 校 中 原則，自宅・学校・防災センター等，被災
地点から近い安全な場所に避難します。
学校に避難した生徒については安全を確保し，警
報解除の後，学校施設や周辺の安全を確認した上

で，原則，保護者の方に迎えに来ていただきます。

在 校 時 生徒の安全を確保し，学校で待機します。
生徒については警報解除の後，学校施設や周辺の

安全を確認した上で，原則，保護者の方に迎えに
来ていただきます。

放課後在宅時 自分の命を守ることを最優先し，避難場所
に避難するなど，素早く行動してください。
学校施設や周辺の安全を確認した上で，メール・

ホームページにて状況をお知らせします。

①これらの場合は，原則として，翌日は「自宅待機」とします。学

校施設や周辺の安全を確認し，決定事項をメールおよびホームペ

ージにてお知らせします。

②「防災アクションカード」をもとに，被災時の避難場所や連絡先

について，各家庭で話し合い，確認しておいてください。

③震度５弱未満の地震の場合でも，命を守ることを最優先し，保護

者が危険であると判断した場合は休ませてください。

５．「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合

「調査中」 原則として平常どおり登校します。
の場合 ただし，学校は警戒対応（注意対応）の準備を整えつつ

学校活動を継続。

「巨大地震注意」 原則として平常どおり登校します。
の場合 ただし，学校は注意対応をとりながら，学校活動を継続。

「巨大地震警戒」 １週間程度の臨時休業（土日・祝日を含む）。
の場合


